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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成30年８月14日に提出しました第72期第１四半期（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）四半期報告書

の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第４【経理の状況】

１【四半期連結財務諸表】

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　　（訂正前）

偶発債務

　平成29年11月１日、当社は東京都千代田区神田１丁目１番12号に所在する全国漁業協同組合連合会より、不当

利得返還請求等事件（総額 95百万円）として、平成29年10月30日付訴状を受け取りました。本訴訟提起に対

し、現在係争中でありますが、当社の正当性が全面的に受け容れられるものと判断しております。

 

　　（訂正後）

偶発債務

　平成29年11月１日、当社は東京都千代田区神田１丁目１番12号に所在する全国漁業協同組合連合会より、不当

利得返還請求等事件（総額 95百万円）として、平成29年10月17日付訴状を受け取りました。本訴訟提起に対

し、現在係争中でありますが、当社の正当性が全面的に受け容れられるものと判断しております。
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